
ベッドマットレス解体業務委託 仕様書 

 

１ 業務の内容等 

北清掃工場に搬入されたベッドマットレスを解体し、中のスプリングは発注者の

指示した場所に保管し、布屑等は発注者の指示した場所に廃棄するものとする。そ

の細部については、発注者の指示に従うこと。 

 

２ 予定数量等 

（１）  ベッドマットレス種類及び解体予定数量（枚数）は、次のとおりとする。 

  ア スプリング式 ２，６００枚 

  イ ポケット式  ３，０００枚 

（２）予定数量は、契約期間を通しての予定のため、実際の発注数量との間に差異が

生じることがある。 

（３）当該日に解体したベッドマットレス数は、午後５時までに発注者、受注者立会

いのもと確認するものとする。 

 

３ 履行期間 

   令和７年６月２日 から 令和８年３月３１日まで 

 

４ 履行場所 

  相模原市緑区下九沢２０７４－２ 

 

５ 業務日 

業務日は、土曜日・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び発注者

の指定した日を除いた日とする。ただし、別に発注者が指定した場合は、この限り

ではない。 

   

６ 業務時間 

業務時間は、午前８時３０分から午後０時まで及び午後１時から午後５時までと

する。ただし、上記以外に業務を行う必要が生じた場合は、発注者受注者協議し、

業務時間を変更することができる。 

 

７ 経費の負担区分等 

（１）受注者が負担する経費は次のとおりとする。 

  ア 従事者が着用する作業衣その他衣類等 

  イ その他上記以外で業務に必要とするもの 

（２）発注者は従事者に対し、休憩室使用の求めがあった場合は、必要に応じ使用さ

せるものとする。 

 



８ 従事者に関する事項 

（１） 従事者が業務に関して障害等を負っても、発注者は一切の責任を負わないもの

とする。 

（２）従事者の遵守事項 

ア 常に安全性に配慮し、火気等に十分注意するものとする。 

イ 粗大ごみ搬入車の通行等に支障とならないよう十分注意するものとする。 

ウ 作業衣は、常に清潔なものとし、安全靴、ヘルメット､反射チョッキ及び防塵

マスクを必要に応じ着用するものとする。 

   

９ 提出書類 

（１）受注者は、契約締結後、速やかに従事者の名簿を提出すること。従事者に変更

があったときも同様とする。 

（２）受注者は、業務完了報告書とベッドマットレス解体枚数を当該月の業務完了後

速やかに提出しなければならない。 

 

１０ その他 

（１）受注者は、別紙業務実施における環境配慮について遵守すること。 

（２）本仕様書に疑義が生じたとき又は明記されていない事項については、発注者と

受注者が協議のうえ決定する。 

 

以 上   

 


